
【「義務教育学校」保護者説明会資料(4 月)】 

月形町教育委員会  

「義務教育学校」に関する主な Q&A 

 

Ｑ１ 義務教育学校になると学校名はどうなりますか。また、校章や校歌はどうなりますか。 

    

（A１）学校名については、「○○義務教育学校」や「○○学園」にしなければならないという決まりは

ありません。また、校章や校歌についても同様です。 

    義務教育学校の設置にあたっては、その他にもたくさんのことを決めていく必要があります。

他の市町村では、教職員、保護者、地域の皆様、教育員会により「設立準備委員会」を組織し、

先ほどの学校名を含めた多くのことについて検討している例があります。 

    最終的には、このように皆様の意見を聞きながら、教育委員会で決定していくことになると考

えています。 

 

Ｑ２ 義務教育学校になると制服はどうなりますか。 

    

（A2）今までの中学生と同様に７年生から制服とすることも可能ですし、制服としないこともできま

す。「設立準備委員会」などを組織し、皆様の意見を聞きながら検討していくことになります。 

 

Ｑ３ 義務教育学校になると６年生の卒業式や中学１年生（７年生）の入学式はどうなりますか。 

    

（A３）義務教育学校では、９年生（中学３年生相当）の卒業式はありますが、６年生の卒業式はあり

ません。他の市町村では、６年生の卒業式に代わるものとして「前期課程修了式（修了証授与式）」

を行っている例もあります。７年生（中学１年生相当）についても同様に、入学式に代わるもの

として「進級式」を行っている例もあります。 

    小学校と中学校の節目やけじめが必要ではないかとの側面もありますので、これらについても

「設立準備委員会」などを組織し、皆様の意見を聞きながら検討していくことになります。 

 

Ｑ４ 義務教育学校後期課程（中学校相当）の部活動は、どのようになりますか。 

    

（A４）現在の部活動は、そのまま継続されます。各種大会等についても、これまでと同様に参加する

ことができます。 

    部活動のあり方、新たな部活動の設置、小学生相当の部活動参加については、設置される義務

教育学校で検討されていくことになります。 

 

 その他、授業時間、始業終業のチャイム、学校行事の実施方法など、様々な

学校の運営方法について、今後、「設立準備委員会」などを組織し、皆様の意

見を聞きながら検討していくことになります。 


